
告示第 9 号 

木曽広域連合非常勤職員勤務規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

平成 20 年 2 月 27 日 

（木曽広域連合長署名・印） 

 

平成 20 年木曽広域連合規則第 1 号 

木曽広域連合非常勤職員勤務規則の一部を改正する規則 

木曽広域連合非常勤職員勤務規則の一部を下記のように改正する。 

記 
木曽広域連合非常勤職員勤務規則の一部を改正する規則 新旧対照表 

改正後 改正前 

 別表（第 14 条第 2 項関係） 

基本報酬月額表 

号 報酬額（円） 

1 117,400 

2 121,400 

3 126,200 

4 131,300 
 

別表（第 14 条第 2 項関係） 

基本報酬月額表 

号 報酬額（円） 

1 116,000 

2 120,000 

3 124,700 

4 129,500 
 

 
附 則 

この規則は、平成 20 年 4 月 1 日から施行する。 


